
「働き方改革」に向けた専門実践教育訓練給付対象講座の拡充について 

今般の「働き方改革」実現のため、働く方の自発的な職業能力開発の強力な支援として、教育訓練給付の給付率の引き上げ 
・利便性の向上等の制度改正に併せ、その効果を最大化できるよう、対象講座の拡充を行うこととする。 

②子育て女性等のリカレント講座の拡充 

③e-ラーニング講座等の拡充 

①高度IT技術等に関する講座の拡充 ○産業競争力強化・生産性向上に資する分野における 
人材育成ニーズへの対応 

・ 第四次産業革命を支える人材に求められる「高度IT分野」等のスキ
ルを専門実践教育訓練を活用し習得できるようにすることが産業競
争力強化・生産性向上の観点からも、雇用の促進・安定の観点から
も重要。 

○講座の地域偏在 
・ 地方部における指定講座数・バリエーション、ひいては受講機

会の限定 

上記のほか、資格制度の創設・設定に伴い、課程類型①に該当することとなったものとして、キャリアコンサルタント資格（平成28年４月１日よ
り名称独占の国家資格化）の養成課程（職業能力開発促進法に基づき厚労大臣が認定）が専門実践教育訓練給付の対象となることを明確化。 

さらに、今後、以下の事項について、文科省の検討等を踏まえ、具体化を図る計画。 
 ○ 文科省にて創設を予定している「新たな高等教育機関」（平成29年通常国会に関連法案を提出予定）について、制度設計の具体化を 

踏まえ、専門実践教育訓練給付の対象講座とすることを検討。 
 ○文科省有識者会議における、職業実践専門課程等の専門学校における社会人の学び直しに関する議論を踏まえ、必要な措置を講じること

を検討。 

【参考】教育訓練給付に係る制度改正案（労働政策審議会雇用保険部会報告書（平成28年12月）より） 
 ・専門実践教育訓練給付の給付率・上限額引き上げ（６割→７割、48万円→56万円）、支給要件緩和（支給要件期間を１０年→３年） 
 ・教育訓練支援給付金の支給額の引き上げ（基本手当の５割→８割）、暫定措置の延長（平成３３年度末まで） 
 ・専門実践教育訓練給付・一般教育訓練給付ともに、出産・育児等による場合は、離職後４年以内→１０年以内まで、受給可能に 

・ 情報処理安全確保支援士資格（平成29年４月より国家資格試験実施予定）、プロ
ジェクトマネージャ資格等、特に高度なIT資格の取得を目標とし、受講者が既に 
一定の高い能力レベルにあることを前提とした講座に限り、例外的に短時間の講座
を含め指定対象とすることで、労働市場ニーズの高い高度IT人材の育成を推進。 

・「高度IT分野をはじめとする産業界のニーズの特に高い分野における、産業所管省
庁による認定を受けた職業実践性の高い講座」について、産業所管省庁による制度
設計の具体化を踏まえ、専門実践教育訓練給付の対象にすることを検討。 

 

・ IT技術を用いた適切な方法により受講者の本人確認を行うことを要件として、
通学の不要なe-ラーニングの講座も、指定対象とする（一般教育訓練も同様）。 

・ 子育て女性や非正規雇用の在職者等にとって受講しやすい、土日・夜間講座の
開講を促進。 

・ 出産・育児等のためキャリアを中断した女性の職場復帰・キャリアアップに 
資する短期間の講座を拡充。 

・ 子育て女性等の職場復帰・キャリアアップにつながる多様な講座を新規開発し、
その成果を全国に普及。 

○非正規雇用の若者・子育て女性等の再就職やキャリアアップ 
のための講座の拡充 

・ 非正規雇用の若者、子育て中の女性等のキャリアアップに資すると 
考えられる教育訓練受講機会の偏り・量的制約 

・ 育児・介護等のために自宅を離れにくい者に対し、通学の不要な 
e-ラーニングの講座により、多様で質の高い教育訓練の機会を提供 
することが必要。 

課題 当面の対応策 
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